
区分 医師数 医師偏在指標 設定区域 医師数
標準化医師数
（２０１９年）

必要医師数
（２０３６年）

（参考）
（２０２３年）

方針 施策

Ｈ２８三師調
査による
人口10万対
医師数

人口10万対の医師数をベースに、

医師の性年齢階級別労働時間係
数や性年齢階級別受療率、患者
の流出入等を踏まえた新たな指
標

医師偏在指標の順位により設定
上位１/３ 医師多数県（区域）
下位１/３ 医師少数県（区域）
そ の 他 中間県（区域）

Ｈ２８三師調
査による
医師の実数

実医師数をベース
に医師の性年齢階
級別の労働時間を
係数化し算出した
医師数

２０３６年に全国の
医師数と医師需要
が一致するとした場
合に本県で必要と
なる医師数

２０３６年の

必要医師数を
機械的に按分し
た２０２３年時点
の必要医師数

設定区域を踏まえた医師確保の方針 地域偏在の是正と必要医師数の確保を図るための施策

全 国 ２４０．１ ２３９．８ － － ３０４,７５９ ３０６,２６９.7 －

山梨県 ２３１．８ ２２４．９
２８位
/47都道府県

中間県 １,９２４ １,９４３．0
２，１５８
（＋２１５）

１，９９７
（＋５４）

県内の偏在是正と2036年における必要
医師数の確保を図る

➢ 短・長期的施策に取り組む

＜短期的施策＞
・キャリア形成プログラムに基づく医師の配置調整の実施((R3~)

・医師派遣推進事業による医師派遣の実施
・専攻医の連携病院への適切なローテートの推進
・ドクターバンク制度による医師の紹介
・自治医科大学卒業医師の配置調整

＜長期的施策＞
・山梨大学医学部等での地域枠制度の継続
・山梨県医師修学資金制度の改正による医師の定着促進(R2~)

・中高校生を対象とした医学部進学セミナーの開催
・山梨大学医学部生を対象とした在宅医療体験研修の実施
・県内の初期臨床研修体制の充実
・基幹研修病院を中心とした研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの統一化の推進(R2~)

・若手医師の海外留学への支援
・医師研修資金貸与制度による特定診療科専攻医への助成
・県内統一産科専攻医研修プログラムの運営への助成
・分娩を取り扱う医療機関への助成

＜その他の施策＞
・地域医療対策協議会等との連携
・医療勤務環境改善ｾﾝﾀｰを中心に勤務環境改善への支援
・国の医師情報ＤＢの活用による医師の配置状況の把握

二
次
医
療
圏

中
北

２９１．２ ２６０．５
５６位
/335医療圏

医師多数区域

ただし、甲府市、中央市を除く地
域は県独自に「医師の確保を図
る地域」として中間区域と同様の
位置付け

１,３５０ １,３８８．9 １，２３４

他の医療圏からの医師確保は行なわ
ず、他の医療圏又は同一医療圏内での
医師派遣等により偏在是正を図る

➢ 短期的施策を中心に取り組む

峡
東

１９０．７ １６３．１ ２１７位
/335医療圏

中間区域 ２５８ ２４７．5
３９７

（＋１４９.5）
２８５．５
（＋３８）

中北医療圏からの医師派遣による偏在
是正と2036年における必要医師数の確
保を図る

➢ 短・長期的施策に取り組む

峡
南

１１４．２ １７３．８
１８０位
/335医療圏

中間区域 ５９ ５７．7
１３０

（＋７２.3）
７６．７
（＋１９）

富
士

東
部

１４３．４ １９４．２
１１８位
/335医療圏

中間区域 ２５７ ２４８．9
４０５

（＋１５６.1）
２８８．９
（＋４０）

医療機器の効率的な活用（共同利用計画）

○ 医療機器の効率的な活用のため、国が指定する医療機器について、県内病院
における保有状況及び共同利用の可否について情報提供を行う。
＜国が指定する医療機器＞

・ＣＴ ・ＭＲＩ ・ ＰＥＴ ・放射線治療（ﾘﾆｱｯｸ・ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ） ・ マンモグラフィ
○ 当該医療機器を新規購入または更新しようとする医療機関から、共同利用

計画書の提出を求める。
＜共同計画書の内容＞

・対象となる医療機器
・共同利用の可否（共同利用を行わない場合はその理由）
・共同利用の相手方となる医療機関
・保守、整備の方針
・画像情報及び画像診断情報の提供に関する方針

第７次山梨県地域保健医療計画一部改訂（医師確保計画・外来医療計画）の概要（案）
１ 基本的事項

２ 医師確保計画

診療科 区分 産科及び小児医師偏在指標 相対的医師少数県（区域） 偏在対策基準医師数 方針

産 科

山梨県 １４．０ ９位 /４７都道府県

医師偏在指標が下位1/3に
該当しないため設定不要

医師偏在指標が下位1/3に
該当しないため設定不要

相対的医師少数県（区域）に該当しないため、既存の医師確保対策を
継続し、安定的な医師の確保と地域偏在の是正を図る周産期

医療圏

中 北 １４．５ ６７位 /２７８医療圏

富士東部 １２．４ １０１位 /２７８医療圏

小児科

山梨県 １２９．１ ５位 /４７都道府県

医師偏在指標が下位1/3に
該当しないため設定不要

医師偏在指標が下位1/3に
該当しないため設定不要

相対的医師少数県（区域）に該当しないため、既存の医師確保対策を
継続し、安定的な医師の確保と地域偏在の是正を図る小 児

医療圏

国 中 １３１．９ ３８位 /３１１医療圏

富士東部 １１２．８ ８９位 /３１１医療圏

区分 外来医指偏在指標 外来医師多数区域

新規開業者等に求める県内二次医療圏で
不足する外来医療機能

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

二
次
医
療
圏

中北 １０８．０ ９５位 /３３５医療圏 外来医師多数区域

峡東 １１１．０ ７９位 /３３５医療圏 外来医師多数区域

峡南 １０９．６ ８７位 /３３５医療圏 外来医師多数区域

富士東部 １０７．８ ９８位 /３３５医療圏 外来医師多数区域

○ 計画の位置付け 第７次山梨県地域保健医療計画（現行計画）の一部として策定する

【外来医療計画】 同法同条同項第10号 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項○ 計 画 期 間 3年間 （今計画は、現行医療計画の計画期間との整合から4年間（2020年～2023年）)
【医師確保計画】 医療法第30条４第2項第11号 医師の確保に関する事項

○ 策定の経緯 全国ベースで医師の多寡を統一的、客観的に比較、評価した新たな指標を算出し、データ（指標）に
基づいた医師の偏在対策を行うため、H30.7の改正医療法の規定により策定することとされた

３ 外来医療計画

新

新

新

「◎」特に必要な外来医療器
「○」必要な外来医療機能

資料３


